
改定日
(適用日)

名称 該当箇所 内容

2023/8/1 第１条 第１条（目的） 第１条（目的）

第６条 第６条（許諾内容） 第６条（許諾内容）

別表第１号

サービス品目

エンドポイント セキュリティ

別表第２号

１．月額費用（消費税別） １．月額費用（消費税別）

月額費用 月額費用

￥１，５００／５ライセンス ￥１，５００／５ライセンス

￥５００／１ライセンス ￥５００／１ライセンス

￥３，２５０／５ライセンス

￥３，５００／１ライセンス

２．最低利用期間 ２．最低利用期間

３ヶ月間 ３ヶ月間

旧サービス名称を削
除致します。

旧サービス名称を削
除致します。

新サービスを追加致
します。

※ 本サービスのスパムメール対策の内容は、「メールに記載された不正なURLへの誘導をブロッ
ク」、「メールに添付された悪意あるファイルの展開をブロック」となります。

エンドポイント セキュリティ

端末（WindowsPC、MacPC、Androidモバ
イル）※1
　　　　　　　（５ライセンス単位）

サーバ（Windows）
　　　　　　　（１ライセンス単位）

サービス品目

エンドポイント セキュリティ

エンドポイント セキュリティ プラス EDR

サービス内容

インストールされた端末のウィルス対策、スパイウェ
ア対策、スパムメール対策、ブラウザー保護ファイ
アーウォール、アプリケーション制御などの機能を有
したソフトウェアの提供

※ 本サービスのスパムメール対策の内容は、「メールに記載された不正なURLへの誘導をブロッ
ク」、「メールに添付された悪意あるファイルの展開をブロック」となります。

サービス内容

インストールされた端末のウィルス対策、スパイウェ
ア対策、スパムメール対策、ブラウザー保護ファイ
アーウォール、アプリケーション制御などの機能を有
したソフトウェアの提供

エンドポイントセキュリティ機能に加え、インストー
ルされた端末の脅威の検知、検知された脅威の通知、
脅威の可視化、対応端末の隔離

最低利用期間 最低利用期間

別表第２号　料金等

エンドポイント セキュリティ サービス品目

端末（WindowsPC、MacPC、Androidモバイル）※
　　　　　　　　　　　　　　　　　（５ライセンス単位）

サーバ（Windows）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１ライセンス単位）

エンドポイント セキュリティ
プラス EDR

端末（WindowsPC、MacPC）※2
　　　　　　　（５ライセンス単位）

サーバ（Windows）
　　　　　　　（１ライセンス単位）

※ 当社の提供する他のサービスとの同時契約による「セット割」の適用対象（両サービスの契約者
であり実際に両サービスを利用する者が同一）となる場合には、端末ライセンスの月額費用が￥１，
０００／５ライセンス となります。

約款　新旧対照表

現行約款 改定後約款

新サービス追加に伴
う追加を致します。

別表第２号　料金等

※1 当社の提供する他のサービスとの同時契約による「セット割」の適用対象（両サービスの契約者
であり実際に両サービスを利用する者が同一）となる場合には、端末ライセンスの月額費用が￥１，
０００／５ライセンス となります。
※2 当社の提供する他のサービスとの同時契約による「セット割」の適用対象（両サービスの契約者
であり実際に両サービスを利用する者が同一）となる場合には、端末ライセンスの月額費用が￥２，
５００／５ライセンス となります。

エンドポイント セキュリティ サービス契約約款（以下、「本約款」という）は、株式会
社エアネット（以下、「当社」という）がウィズセキュア株式会社（以下、「パート
ナー」という）のASP型セキュリティサービスである「エレメンツ エンドポイント プロ
テクション(旧商品名「プロテクション サービス ビジネス」)」を月額制料金にて提供さ
れるサービス（以下、「本サービス」といい、別表第１号に記載するサービスを指す）の
利用について定めるものとします。

エンドポイント セキュリティ サービス契約約款（以下、「本約款」という）は、株式会
社エアネット（以下、「当社」という）がウィズセキュア株式会社（以下、「パート
ナー」という）のASP型セキュリティサービスである「エレメンツ エンドポイント プロテ
クション」を月額制料金にて提供されるサービス（以下、「本サービス」といい、別表第
１号に記載するサービスを指す）の利用について定めるものとします。

１．利用者は、パートナーの「エレメンツ エンドポイント プロテクション(旧商品名
「プロテクション サービス ビジネス」)」の利用目的に限り、本サービスを利用できる
ものとします。
２．＜省略＞

１．利用者は、パートナーの「エレメンツ エンドポイント プロテクション」の利用目的
に限り、本サービスを利用できるものとします。
２．＜現行どおり＞

エンドポイント
セキュリティ
サービス契約約款

別表第１号　サービス内容 別表第１号　サービス内容


